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【長期総合計画体系】

１　補助の目的

２　成果指標

３　補助対象事業・補助対象者

４　補助対象（外）経費

５　補助率・補助限度額、積算根拠

６　補助期間（期間終了後の継続及び終了の判断は、必要性や成果等の検証により行う）

該当例規等 【内規】糸島市私立保育所等独自サービス応援事業補助金交付要綱

　各園の特長を生かした独自の取り組みを応援することにより、「健やかに子どもが育つ糸島市」を
目指して、安心して子どもを生み育てることのできるまちづくりを推進するとともに、幼児教育及び
保育の一層の振興を図ることを目的とする。
　また、本補助金の前身となる、幼稚園等運営費補助金と保育所運営費補助金の統一を図ることとす
る。

成果指標：保育サービス等の市民満足度の向上
目標値　：13.7％（平成26年度）→20％以上（平成32年度）

基本目標２＿子どもが健やかに育つまちづくり

政策１＿子育て支援の充実

施策②＿保育などのサービスの充実を図る

糸島市補助金設計書

補助金名称

区分

糸島市私立保育所等独自サービス応援事業補助金

②奨励・支援的事業補助

子ども課

平成３２年度まで

①各園あたり均等割額と園児割額の合算額と対象経費を比較して少ない方とする。
②園児割額の算定基礎は、定員と５月１日時点の入所児童数を比較して少ない方とする。
③均等割額、園児割額は、次の金額とする。
　私立幼稚園・認定こども園（幼稚園型）　均等割額＠45,000円　園児割額＠2,300円×児童数
　私立保育所・認定こども園（保育所型）　均等割額＠60,000円　園児割額＠6,900円×児童数
　※幼保連携型認定こども園についての金額は、１号（幼稚園）及び２・３号（保育所）の定員数が
多い方を適用。
　※当該補助金によって、本市の地域資源や各園の特長を生かした独自の保育サービスが実施されて
おり、保育サービスの充実が期待される最も効果的な補助金である。
　※各園において、待機児童解消や事業テーマに沿って各園の特色を生かした事業であり、子育て支
援策に直接つながるとともに保育サービスの向上が期待される。

【補助対象経費】
　人件費、需用費、備品購入費、工事費、借上げ料など各園が年間の事業テーマを設定した事業に対
する必要な経費の90％とする。ただし、補助対象事業が国・県の補助制度の対象となる場合は、補助
金から国・県から交付される補助額を差し引いた残額を交付することとする。

平成30年度から開始

【補助対象事業】
　各園が年間の事業テーマを設定し、市は事業テーマに沿った事業、また、待機児童解消が期待でき
る事業を補助対象とする。
【補助対象者】
　私立保育所、私立幼稚園、認定こども園


